
広陵町重度心身障害老人等医療費助成要綱

（目的）

第１条 この要綱は、重度心身障害老人等が老後において、心身に

重度の障害があるため受療の機会が多く又はひとり親家庭等であ

る事由から、その者に対し重度心身障害老人等医療費助成金（以

下「助成金」という。）を交付することにより、重度心身障害老

人等の健康の保持及び福祉の増進を図ることを目的とする。

（対象者）

第２条 助成金の交付を受けることができる者（以下「対象者」と

いう。）は、広陵町に住所を有する高齢者の医療の確保に関する

法律（昭和５７年法律第８０号。以下「高齢者医療確保法」とい

う。）の規定による被保険者のうち、次の各号のいずれかに該当

する者とする。

(1) 広陵町心身障がい者医療費助成条例（昭和４８年９月広陵町

条例第３０号）第２条第１項第２号に規定する助成要件に該当

する者

(2) 広陵町ひとり親家庭等医療費助成条例（昭和５３年９月広陵

町条例第２２号）第２条各号（第３号を除く。）に規定する助

成要件に該当する者

（住所地特例）

第３条 前条の規定にかかわらず、県内の他の市町村に所在する障

害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平

成１７年法律第１２３号）第５条第１１項に規定する障害者支援

施設又は児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第７条第１項

に規定する児童福祉施設（障害児入所施設に限る。）（以下「障

害者支援施設等」という。）に入所をしたことにより、広陵町か



ら当該他の市町村の区域内に住所を変更した者で、その者が当該

住所の変更をしなかったとしたならば、前条の要件（第２号を除

く）に該当し、前条の規定による助成金の交付を受けることがで

きることとなるものは、前条に規定する広陵町内に住所を有する

者とみなす。継続して２以上の障害者支援施設等に入所をしてい

る者の最初に入所をした障害者支援施設等への入所前の住所が広

陵町の区域内であった場合についても同様とする。

（助成金の額）

第４条 助成金の額は、対象者の疾病又は負傷について高齢者医療

各法その他の法令の規定により医療に関する給付が行われた場合

における医療費のうち、当該法令の規定によって対象者が負担し

た額（以下「自己負担額」という。）から次に掲げる額を控除し

た額に相当する額とする。

(1) 入院時の食事療養に係る標準負担額に相当する額

(2) 入院時の生活療養に係る標準負担額に相当する額

(3) 法令の規定による払戻額その他これに相当するものが支給さ

れる場合は、その額に相当する額

(4) 医療機関等（保険薬局を除く。）の診療報酬明細書（訪問看

護療養費明細書を含む。）又は医療保険各法に定める療養費支

給申請書ごとに５００円。ただし、１４日以上の入院に係る医

療費については、１，０００円。

（助成の申請）

第５条 助成金の交付を受けようとする者は、重度心身障害老人等

医療費助成交付申請書（第１号様式。以下「申請書」という。）

に次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 対象者に係る高齢者医療確保法の規定による後期高齢者医療

制度の被保険者証



(2) 対象者の住所を明らかにする書類

(3) 対象者及び対象者と同居する扶養義務者の前年（助成事由の

生じた日が１月１日から７月３１日までの間にある場合は、

前々年）の所得額を明らかにする書類

(4) 心身障害者手帳、療育手帳又はひとり親家庭等医療費受給資

格証

２ 重度心身障害老人等医療費助成の実施について、情報提供ネッ

トワークシステム（行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条

第１４項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。）を

介して地方税情報を取得する際は、重度心身障害老人等医療費助

成における個人番号利用に関する同意書（第２号様式）により本

人（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第６項に規定す

る「本人」をいう。）の同意を得ることとする。

３ 町長は、前項の規定にかかわらず、申請書に添付すべき書類の

内容等が公簿等によって確認することができるときは、当該書類

の添付を省略させることができるものとする。

４ 町長は、第１項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他

の書類を添付させることができるものとする。

（助成の決定）

第６条 申請書を受理した町長は、その内容を審査し、第２条に定

める要件に該当すると認めたときは、重度心身障害老人等医療費

助成金支給申請書（第３号様式）を受理し、重度心身障害老人等

医療費受給者台帳（以下「受給者台帳」という。）に登載するも

のとする。また、当該要件に該当しないと認められるときは、そ

の理由を附し、重度心身障害老人等医療費助成交付申請却下通知



書（第４号様式）を交付するものとする。

（助成金の支給）

第７条 町長は、受給資格の認定を受けた者（以下「受給者」とい

う。）が医療に関する給付を受けて自己負担額を支払ったときは、

当該自己負担額に関する奈良県後期高齢者医療広域連合からの通

知に基づき助成金を支給するものとする。

２ 受給者は、前項の規定によることができないと認めるときは、

重度心身障害老人等医療費助成金交付請求書（様式第５条。以下

「請求書」という。）に領収書その他自己負担額を医療機関等で

支払ったことが明らかとなるものを添えて町長に提出しなければ

ならない。

３ 町長は、必要と認めるときは、受給者に次に掲げる給付等の額

を証する書類を提出させるものとする。ただし、受給者の同意を

得たときは、その提出を省略し、町長が給付等の額を調査し、及

び確認する。

(1) 高額療養費及び高額介護合算として支給される額

(2) 法令の規定により国又は地方公共団体の負担において給付を

受ける額及び国の補助に基づき給付を受ける額があるときは、

その額

４ 町長は、第２項の規定により請求書等を受理したときは、その

内容を審査し、助成金を対象者に支給するものとする。助成金の

支給は、請求書等を受理した日から原則２月以内の末日の平日(１

２月は２５日）とし、末日が土曜日、日曜日及び祝日（国民の祝

日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を

いう。）に該当する場合は、その前の平日とする。ただし、前項

の規定に該当した場合は、この限りではない。

５ 前項の場合において、対象者の死亡等により支給することがで



きないときは、町長が定める者に支給する。

６ 助成金の支給状況を明らかにするため、重度心身障害老人等医

療費給付台帳を備えるものとする。ただし、重度心身障害老人等

医療費給付台帳に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録

し、これを適正に管理及び利用する場合にあっては、当該記録を

入力することによって、その内容に応ずる給付台帳とみなす。

７ 助成金の支給は、第２条に定める助成要件に該当すると認めた

期間内に受けた医療について行うものとする。ただし、第２項の

請求が医療を受けた医療機関等に自己負担額を支払った翌日から

起算して５年を経過して行われたときは、助成要件に該当すると

認めた期間内に受けた医療であっても助成金を交付しない。

（助成の更新申請等）

第８条 町長は、第５条第１項の申請をした後の受給者の状況につ

いて、受給者から毎年６月中の町が定める期間内に必要な書類の

提出又は提示を求めることができる。ただし、第２条に定める要

件に変更のない場合は、この限りでない。

２ 第５条第２項から第４項までの規定は、前項の規定による申請

等があった場合について準用する。

（調査）

第９条 町長は、第２条に定める助成要件に該当すると認めた期間

内において、第５条第１項の規定による申請をした後の対象者の

状況について、対象者から必要な書類の提出又は提示を求めるこ

とができる。この場合において、第５条第２項から第４項までの

規定を準用する。

（届出）

第１０条 助成対象者は、次の各号に該当する場合は、それぞれ当

該各号に掲げる書類に届出の事由を証する書類を添えて町長に届



け出なければならない。

(1) 助成金の交付を受ける口座を変更するとき 重度心身障害老

人等医療費助成金支給口座変更届（第６号様式）

(2) 助成対象者が住所又は氏名を変更したとき 住所・氏名変更

届（第７号様式）

(3) 加入医療保険に変更があったとき 加入医療保険変更届（第

８号様式）

(4) 助成対象者の死亡等により、助成を受ける資格を喪失したと

き 資格喪失届（第９号様式）

２ 町長は、前項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる書類に添

付すべき書類の内容等が公簿によって確認することができるとき

は、当該書類の添付を省略させることができるものとする。

（第三者の行為による被害の届出）

第１１条 助成金の支給事由が第三者の行為によって生じたもので

あるときは、助成金の支給を受け、又は受けようとする者は、そ

の事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所（氏名又は住所若し

くは居所が明らかでないときは、その旨）並びに被害の状況を直

ちに町長に届け出なければならない。

（譲渡又は担保の禁止）

第１２条 この要綱による助成金の支給を受ける権利は、これを譲

渡し、又は担保に供してはならない。

（助成金の返還）

第１３条 偽りその他不正の手段によってこの要綱による助成金の

支給を受けた者があるときは、町長は、当該助成金の全部又は一

部を返還させることができる。助成金の返還は、期限を指定して

重度心身障害老人等医療費助成金返還通知書（第１０号様式）に

納付書を添えて行うものとし、返還を命ぜられた対象者がその指



定期限までに返還命令額を納付しない場合において、その対象者

に対して新たに交付すべき助成金があるときは、その助成金と相

殺するものとする。

（受給資格登録の停止）

第１４条 町長は、別に定める医療費貸付制度の受給資格認定者が、

医療費貸付制度の利用について著しく不適切な行為をしたときは、

受給資格登録停止通知書（第１１号様式）を交付し、当該対象者

の助成金の支給を停止することができる。

２ 町長は、前項により通知を受けた者が医療費貸付制度の利用に

ついて著しく不適切な行為に該当しなくなったことを確認したと

きは、受給資格登録停止解除通知書（第１１号様式の２）を交付

しなければならない。

（損害賠償との調整）

第１５条 町長は、対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けた

ときは、その価額の限度において、当該助成金の全部若しくは一

部を支給せず、又は既に支給した当該助成金の額に相当する金額

を返還させることができる。助成金の返還については、第１３条

の規定を準用する。

（受給者台帳の整備）

第１６条 町長は、受給者について重度心身障害老人等医療費受給

者台帳を作成し、常に記載内容について整理しておかなければな

らない。ただし、重度心身障害老人等医療費受給者台帳に記載す

べき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及

び利用する場合にあっては、当該記録を入力することによって、

その内容に応ずる受給者台帳とみなす。

（その他）

第１７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定



める。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この要綱の施行の際、現に改正前の規定により作成されている

申請書等の用紙で残存するものについては、改正後の要綱の規定

にかかわらず、必要な調整をした上、なお当分の間、使用するこ

とができる。


